
保育士就職準備金貸付の返還債務の免除に係る対象業務について 

 

 

対象となる業務は、以下の業務従事区域及び施設等とする。 

 

１ 業務従事区域 

（１）大分県の区域 

（２）国立児童自立支援施設等(※)において業務に従事する場合は、全国の区域 

※国立高度専門医療研究センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であっ

て児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第２７条第２項の委託を受けた施設、肢体不自由

児施設「整肢療護園」及び重症心身障害児施設「むらさき愛育園」を含む。 

（３）東日本大震災における被災県（岩手県、宮城県、福島県及び熊本県に限る。） 

 

２ 業務従事施設等 

（１）児童福祉法第７条に規定する保育所 

（２）学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの 

ア 教育時間の終了後に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 

イ （３）に定める「認定こども園」への移行を予定している施設 

（３）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法律第

77号）第２条第６項に規定する「認定こども園」 

（４）児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規定する事業であって、法第３４条の１５

第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けたもの 

（５）児童福祉法第６条の３第１３項に規定する「病児保育事業」であって、同法第 34条 18第 1

項の規定による届出を行ったもの 

（６）児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第 34条の 12第

1項の規定による届出を行ったもの 

（７）子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第３０条第１項第４号に規定する離島その

他の地域において特例保育を実施する施設 

（８）児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する業務又は第３９条第１項に規定す

る業務を目的とする施設であって法第３４条の 15第２項、第 35条第４項の認可又は認定こど

も園法第 17条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）のうち、地方公共団体にお

ける単独保育施策（いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの）において保育を行ってい

る施設 

（９）企業主導型保育事業 


